
 ㊱銀山に 巨大風車が建つ計画があります 

  知っていますか？ 長周新聞 
（ 年 月 日） 
 

 

 

 

            

 
 

 

 

 

 
 

 

   
 

 
 

こんなことが、全国で起きている 

危険な倒産隔離の条項  リスクは地方に転嫁 

お問い合わせ 風力発電を考える会 瀬川裕人（銀山２丁目 ☎３３−５５９０） 
 
 

 署名活動を行っています、ご協力をお願い致します。※署名は、仁木町の方でなくても、良いです。 

   

各地の地上権設定契約書を調べてみると 

 事業の採算がとれなくなったら「他の事業者に転売する」「事業ごと譲渡

する」「一方的に撤退する」ことも可能で、地権者は口を出せない  

 

第６回 STOP 風車 学習会 
12 月 17 日（土）・13 時〜・仁木町民センター 

 こんな、「なんかおかしい！ なんかへんだ！」ということが、 
改善されないまま、ずっと続けられているよ！ 

みんなで反対しないと、延々とこんなことが続けられるよ！ 

   

重要な問題  地上権設定契約書に「倒産隔離」の条項が入っている場合がある。 

 例えば、台風で風車が壊れて、修繕費用がかさんで事業の採算がとれなくなった 

場合、事業者は勝手に撤退でき、風車の撤去費用は地権者や地元自治体に押しつける 

                ことができる。          
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